
 

京都府立久美浜高等学校同窓会会則 
 
第１条  本会は、京都府立久美浜高等学校同窓会と称し、事務所を同校内に置く。 
 
第２条  本会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかり、母校の発展に寄与する。 
 
第３条  本会は、正会員並びに特別会員をもって組織する。正会員は本校卒業生、本併設中学校     

卒業生、別科終了者とし、特別会員は本校の教職員及び本会の推薦した者とする。 
 
第４条  本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 
     （１）会員名簿及び会報の発行 
     （２）会員の親睦と教養向上を図るための事業 
     （３）母校発展に寄与するための事業 
     （４）その他必要な事業 
 
第５条  本会は、会員間の連絡を密接にするため支部を置くことができる。ただし、支部規約は、     

支部毎にこれを定める。 
 
第６条  本会に次の役員を置く。 
         会長 １名   副会長 ２名   理事 若干名   監事 ２名 
         顧問 若干名             
          
第７条  会長、副会長及び監事は、理事会で会員の中から選出する。 
       理事は、会長が委嘱する。 
       顧問は、理事会で推薦する。 
 
第８条  会長は、本会を代表し会務を総括する。副会長は、会長を補佐し会長に事故ある場合は     

これを代行する。 
 
第９条  理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 
 
第１０条 本会の役員の任期は、２年とする。ただし、再選は妨げない。 
      補欠による役員の任期は、前任者の残り期間とする。 
 
第１１条 会議は、総会、理事会とする。 
 
第１２条 総会は、次の場合に開催する。 
     （１）会長が必要と認めたとき 
     （２）理事が必要と認めたとき 
     （３）会員の３分の１が必要と認めたとき 
 
第１３条 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。 
 
第１４条 本会の経理は、会費、寄付金その他をもってこれにあてる。ただし、会費は終身会費と     

し、その金額は理事会で定め、その一部を基本金として積み立てる。 
 
第１５条 本会の会計年度は、4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 
 
第１６条 この会則は、総会またはそれに代わる理事会の決議により改正できる。 
 
 
  附則 
  この会則は、昭和４２年 ８月１７日から施行する。 
 
  附則 
  この会則は、昭和５２年１１月２８日から施行する。 
 
  附則 
  この会則は、平成１５年  ６月 ６日から施行する。 
 
    附則 
  この会則は、平成２０年  ７月  １日から施行する。 
 
    附則 
  この会則は、平成２３年１０月１５日から施行する。 
 
 
 


